
 

 

 

 

 

 

川越地区消防組合設立５０周年記念誌作成業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

川越地区消防組合 

 

令和４年５月 

 

 

 

  



 

 

１ 業務目的 

  組合設立５０周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで先人たち

が築き伝承されてきた本組合の歴史を振り返るとともに、これを将来へと大

切に受け継ぎ、川越市民及び川島町民とともに、「安全・安心が実感できるま

ち」の実現につなげるため、令和５年の川越地区消防組合設立５０周年記念事

業の一環として、川越地区消防組合設立５０周年記念誌を作成する。 

 

２ 業務の概要 

 ⑴ 業務名称 

   川越地区消防組合設立５０周年記念誌作成業務委託 

 ⑵ 業務内容 

   別紙「川越地区消防組合設立５０周年記念誌作成業務委託仕様書」参照 

 ⑶ 事業費限度額 

   ２，２６９，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

 

３ 担当部署 

 川越地区消防局総務課 

   所在地：〒350-0823川越市神明町４８番地４（企画財政担当） 

   電 話：049-222-0741（直通） 

 

４ 参加資格 

  このプロポーザルに参加しようとする者は、川越地区消防組合において制

定すべき規則のうち川越市規則を準用する規則第２条の規定により準用され

る川越市契約規則を遵守した上、次に掲げる条件を全て満たすものとする。な

お、複数の企業による共同参加は認めない。 

 ⑴ 令和３・４年度川越市競争入札参加資格者名簿又は令和３・４年度川島町

指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する

者に該当しないこと。 

 ⑶ 本業務委託の公告の日から業務委託契約締結の日までの間のいずれかの

日においても、川越地区消防組合建設工事等の契約に係る入札参加停止

等の措置要綱の規定に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の

規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規

定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手



 

 

続開始の申立がなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生

計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

 ⑸ 川越地区消防組合建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

期間中でないこと。 

 ⑹ 過去５年の間に地方公共団体の記念誌等作成業務を元請（ただし、共同企

業体で実施した場合は代表者に限る。）として完了した実績があること。 

 

５ 選考スケジュール 

内容 期間等 関連様式 

参加申込み 

（６ 参照） 

令和４年５月１６日（月） 

～令和４年５月２５日（水）午後４時まで 

＊申込希望者は、提出書類を組合ホームページからダウ

ンロードすること。 

＊参加申込者に対する参加資格の有無は、令和４年５月

２６日（木）までに通知する。 

・様式１ 

・様式２ 

質問の受付 

（７ 参照） 

令和４年５月１６日（月） 

 ～令和４年５月２４日（火）正午まで 

＊受けた質問への回答は、令和４年５月２５日（水）まで

に組合ホームページにて公開する。 

・様式３ 

企画提案書等の

提出 

（８ 参照） 

令和４年５月２６日（木） 

～令和４年６月８日（水）（郵送は必着） 

＊土日祝を除く午前９時～午後４時（持参の場合） 

＊参加資格者は、提出書類を組合ホームページからダウ

ンロードすること。 

＊提出者が５者を超えた場合、書類審査を行う。その結果

は令和４年６月１４日（火）までに通知する。 

・様式２ 

・様式４ 

  ～１０ 

ヒアリング審査 

（９ 参照） 

令和４年６月２１日（火）予定 

＊審査時間等の詳細案内は提出者に別途連絡する。 
－ 

審査結果通知 

（１０ 参照） 
令和４年６月３０日（木）まで － 

契約締結 

（１１ 参照） 
令和４年７月上旬 － 

 

 

 

 



 

 

６ 参加申込み 

このプロポーザルに参加する意思がある場合は下記の書類を提出すること。 

  ・公募型プロポーザル参加申込書【様式１】 

  ・業務経歴書【様式２】 

 ⑴ 提出方法 

   上記様式に必要事項を記入し、担当部署まで提出する。 

 ⑵ 参加資格の確認 

   提出書類をもとに参加資格の確認を行い、令和４年５月２６日（木）まで

に結果を通知する。 

 

７ 質問の受付 

このプロポーザルに関する質問は、質問票【様式３】にて行うこと。 

 ⑴ 質問方法 

  上記様式に必要事項を記入し、電子メールに添付して川越地区消防局総務 

課へ提出する。表題は「【事業者名】５０周年記念誌プロポーザル質問」と 

する。 

 ⑵ 回答 

  質問に対する回答は、令和４年５月２５日（水）までにホームページにて公 

開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８ 企画提案書等の提出 

  参加事業者は、以下の選考に必要な書類（以下「提出書類」という。）を所

定期間中に川越地区消防局総務課まで郵送又は持参により提出すること。 

  ※提出書類は丸数字の順番に重ね、様式４から様式１０までの綴りを１部、

様式５から様式９までの綴りを５部、電子媒体を 1部（CD-R又は DVD-R）

それぞれ作成する。なお、綴りについては、左側２ヵ所綴じとする。 

 

９ 選考方法・ヒアリング審査 

  選考はヒアリング審査により行う。 

  ・実施内容：企画提案書の提出者によるプレゼンテーション 

 ・期  日：令和４年６月２１日（火）予定 

  ・会  場：未定 

 ・出席者数：２名以内 

  ・実施時間：３０分程度（プレゼン１０分以内、質疑応答２０分程度） 

 ＊ 企画提案書の提出者が５者を超えた場合、企画提案書等を書類審査し 

  た上で、上位５者をヒアリング審査の対象とする（この場合は、令和４年 

６月１４日（火）までに結果を通知する。）。 

提出書類 備考 
１部 

作成 

５部 

作成 

電子 

媒体 

公募型プロポーザル 

届出書【様式４】 
代表者印を押印 ①   

企画提案書 

【様式５】 

・ページ数はＡ４判１０ページまでとする

こと（別途サンプル誌面を提出すること。） 

・事業者名が特定できないようにすること 

② ① ① 

業務経歴書 

【様式２】 
事業者名が特定できないようにすること ③ ② ② 

実施体制調書 

【様式６】 
事業者名が特定できないようにすること ④ ③ ③ 

配置予定者調書 

【様式７】 
事業者名が特定できないようにすること ⑤ ④ ④ 

業務工程表 

【様式８】 
事業者名が特定できないようにすること ⑥ ⑤ ⑤ 

見積書 

【様式９】 

事業者名が特定できないようにすること 

【「１部作成」には代表者印等の対応】 
⑦ ⑥ ⑥ 

誓約書 

【様式１０】 
－ ⑧   



 

 

 ⑴ 評価 

   評価は別紙「評価基準表」により行う。ヒアリング審査による評価の合計

点が上位の者を契約予定事業者に決定し、次に得点の高かった者を次点の

契約予定事業者として決定する（契約予定事業者が何らかの理由により契

約を行えなかった場合、時点の者が契約予定事業者となる）。また、最高得

点が複数あった場合は、川越地区消防組合設立５０周年記念事業業務委託

に係るプロポーザル審査委員会が、契約予定事業者を決定する。 

 ⑵ 選考結果 

   令和４年６月３０日（木）までに参加事業者に通知する。 

 ⑶ その他 

  ・ヒアリング審査にパソコン・プロジェクター等を使用する場合は、各参加

事業者にて必要機器を用意すること。 

  ・ヒアリング審査では、参加事業者名が特定可能な資料や表現を用いないこ 

と。 

  ・審査委員会での選考は非公開とし、選考結果に対する異議申立ては受理し 

ない。 

 

１０ 結果の公表 

   選考結果については、ホームページにおいて公表する。 

 

１１ 契約の締結 

   本業務の委託先業者に選定された業者とは、協議の上、契約に必要な書類 

  を揃え、速やかに契約を締結するものとする。 

 

１２ 参加事業者の失格 

   次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

  ⑴ 「参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

  ⑵ 「企画提案書等の提出」期限までに提出書類が提出されなかった場合 

  ⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ⑷ 見積額が事業費限度額を超えている場合 

  ⑸ ヒアリング審査に参加しなかった場合 

  ⑹ 選考の公平性を害する行為があった場合 

  ⑺ 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、 

審査委員会委員長が失格であると認めた場合 

 

 



 

 

１３ その他留意事項 

  ⑴ このプロポーザルに参加する費用は全て参加する事業者の負担となる。 

  ⑵ 提出書類の提出後の修正又は変更は一切認めない。 

  ⑶ 川越地区消防組合と契約を締結する事業者は、予定した管理責任者等

を配置するものとし、当該管理責任者等の交代については死亡、傷病、

退職等のやむを得ない場合を除き、これを認めない。 

  ⑷ 川越地区消防組合と契約を締結する事業者は、提出書類の業務工程表

【様式８】に記載する内容をもとに本組合と協議を行い、決定したスケ

ジュールに基づき業務を実施するものとし、本組合の許可なく業務工

程の変更はできない。 

  ⑸ 提出書類の著作権は参加する事業者に帰属する。ただし、本組合がこの

公募型プロポーザル結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書

類の内容を無償で使用できる。 

  ⑹ 提出された書類は返却しない。 

  ⑺ このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、川越地区消防

組合個人情報保護条例に準じて対応する。 

  ⑻ 「参加申込み」の後に辞退する場合、辞退届【様式１１】を提出する。 


